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Ⅰはじめに.

年、カール・ロジャーズが来日した際に1983
開かれた人間性心理学会主催のワークショップ

において、私はナタリー・ロジャーズ( ロジャN.
ーズ )のワークとともに竹内敏晴氏による,2000
レッスン(竹内敏晴 )を初めて体験しま,1975,1990
した。いわゆる「ボディーワーク 」body work
と呼ばれる領域へ足を踏み入れる大きなきっか

けとなったものです。それまで培ってきた自分

の研究領域を捨て去ることになるほどの衝撃を

受けた私は、竹内レッスンを体験的に深めてい

くための場を仲間と始めるとともに、そうした

身体的ワークとその理論的背景を探るべく、野

口体操(野口三千三 )、バイオエナジェ,1972,1977
ティックス ( ローウェン・ ローウェンA. L.

ローウェン )、アレクサンダー・テ,1985:A. ,1994
クニック ( バーロウ Ｄ キャプランW. ,1989: .

) 、 ニ ュ ー カ ウ ン セ リ ン グ ( 伊 東 博,2000
)などさまざまなボディーワークと出,1983,1999

会っていくこととなりました。

そうした中で「倫理」という言葉と関連する

ような問題も感じてきました。例えば、ボディ

ーワークの中では当然のように起きる「触れる

こと」をどのように考えたらよいか、身体的に

関わっていくときの「ただしさ」をどう捉える

か、などがありました。そして、さまざまなワ

ークを体験するうちに自らの心身の内実に深く

分け入っていきたいという切迫感と衝動に駆り

1988 Butoh立てられるようになり 年 暗黒舞踏(、 、

)の世界に飛び込み、舞踏一座の踊り手とdance
して裸体に白塗りをほどこして舞台に立つこと

となりました。国内・海外でのそうした舞踏体

験を元にして、 年頃から「ボディラーニン1995

グ (身体的学習) (葛西 )body-learning ,1991,1992」

「 」そして 舞踏ダンスメソド Butoh Dance Method
( 葛Kasai,1999:Kasai,2000:Kasai & Takeuchi,2001:
西 竹内 )と呼ぶ心& ,2002:Kasai & Parsons,2003
身探求のアプローチを組み立て 「ダンスセラピ、

ー 」の領域において探求と実践をdance therapy
行ってきました。海外でのワークショップ指導

―アメリカ( )、カナダ( )、ド1998,2000,2001 2000
イツ( )、ポーランド( )、ウクライ1999 1999,2001
ナ( )、ロシア( )―および、精神科1998 1993,1998
ディケアでの「ダンスセラピー」や「リラクセ

イション」[注 ]の指導を継続して今日に至っ1
ています。以下ではボディーワークにおける倫

理をめぐって議論を進めていきますが、その際

の内容は、既存のボディーワークの影響を受け

ながらも「舞踏ダンスメソド」として独自に展

開してきたアプローチの視点からの考察である

ことをあらかじめお断りしておきます。

Ⅱ ボディーワークにおける「理 ただしさ」と. =
「正しさ」

いわゆる「ボディーワーク」にはさまざまな

考え方とアプローチが含まれているため、ここ

では単に「身体的な関与に基づく心身療法」と

して捉えることにします。また「心身 「ここ」、

ろとからだ」という対比は 「こころ」対「から、

だ といった二項対比を意味するのではなく 心」 、「

身」ないしは「こころ からだ」という連辞を= =
表しています。そのため、マッサージやカイロ

プラクティックなどの身体的技法や手技によっ

ても、筋緊張からの解放やすっきりと軸の通っ

た身体を体験することを通じて、心理的な安心

感や解放感が得られることがあります。また、

野口体操やアレクサンダー・テクニックなどに



おいて、身体的な体験と身体的な変化がときに

はその人の生き様を大きく変容させるほどの拡

がりをもつことも考えられます。たとえば、一

見ただ立っているだけに見えたとしても、本人

自身は足の裏から上へとぶら上がった身体のし

なやかさと豊かさ、足の裏の圧力を通じて感覚

された地球の中心へと至る実質のたくましさを

通じて 身体や世界における 理(ただ)しさ (理、 「 」

にかなったという意味でのただしさ)に圧倒され

るといった体験をもつこともあるのです。

このように、本人が自らの身体と関わり合っ

ていくとき、そこにはさしあたり他者との関係

性の問題は立ち現れてきません。一つ一つの姿

勢や動作の中で、運動と制御についての「機能

(美)」としての「理 ただしさ」が探索されて=
いくだけだからです。ケガや病気や障害などに

よって身体的機能が十分でなかったとしても、

そうして探り当てられていく動作は、本人にと

、っての身体的制限の中で実現されたものとして

それなりに効果的ないし効率的な「理(ただ)し

い」動きであると考えられるのです。また、長

年の生活習慣や職業的動作が筋肉の付き方や柔

軟性などの身体面へ及ぼす影響には計り知れな

いものがあり、一見して「誤っている・歪んで

いる」などと見なされがちな動きであったとし

ても そのときの状態なりの妥当性をもつ 理(た、 「

だ)しい」動き方であると考えることができるで

す。

このような意味での「理(ただ)しさ」をここ

。 、で特に強調するのには理由があります それは

個々人のその時々における「理(ただ)しさ」と

いう事柄が、身体の解剖学的構造に基づくとこ

「 」 「 」ろの標準的な 正しい姿勢 や 正しい動き方

と対比され、しばしば否定的に扱われる傾向が

あるためです。筆者はかつてあるボディーワー

クの中で「…あなたは左足で立てていない」と

指摘されたことがありました。それは本人も自

覚していることではありましたが、そうした指

摘の正しさに納得するよりも、個人の身体的な

問題をぶっきらぼうに指摘されたことへの怒り

がこみ上げてきました。指摘した人に悪意はな

かったと思われますが、私には身体的な理由に

基づいた侮辱に聞こえたのでした。私にとって

「左足で立てない」ことは、半世紀以上の生活

履歴の中で「理(ただ)しい」姿勢となっていた

のです―。交通事故やケガや病気、また身体の

使い方の問題によって、左股関節、腰椎、右膝

関節のトラブル、首の右傾、左目視力低下によ

る右目優先など、長年生きているうちにいろい

ろな故障があるものです。そうした事柄が少し

ずつ積み重なり、その結果として左足にあまり

体重をかけない立ち方になっていたのです。そ

のため、そうした身体としてのあり方が受け入

れられ舞い踊ることができる「暗黒舞踏」とい

う世界の深さに魅せられていくことにもなりま

した。私の立ち方は標準的な「正しい」立ち方

から見るとやや右に偏っていたかもしれません

が、身体的に与えられたその時々の制限の中で

たどり着いたそれなりに安定した立ち方だった

はずです。そうしたことへの気づきや配慮も示

すことなく、舞踏家としてそれなりに機能して

いた私の左足に対してふいに審判的な評価がな

されたのです。結果としての姿勢だけが取りあ

げられたことに唖然としつつ、そうした無礼に

強い憤りを覚えたのでした。

「身体的療法としてのボディーワーク」の場

、 。では こうした行き違いが頻繁に起きています

その理由は二つあります。第一に、その時々に

おける現実の姿勢や動作の「理(ただ)しさ」を

認識することよりも、解剖学的ないし筋肉骨格

的標準についての知識を「正しさ」の基準とす

る傾向が強いこと。第二に 「こころとからだ」、

として生きているはずの人間が 解剖学的な 身、 「

」 、「 」体 という側面によってのみ捉えられ こころ

をもつ存在だということが見落とされること、

です。こうした傾向は、ボディーワークを「身

体療法」としてのみ捉え 「こころとからだ」と、

いう全体性への視点を原理的に欠いている療法

や技法に特徴的なこととなっています。

Ⅲ「正しさ」に基づくボディーワークの問題.

「こころとからだ」といった人間の全体性に

焦点づけしていないボディーワークは、主に身

体的な「正しさ」を追求するものと考えられま

す。マッサージやカイロプラクティックなどの

身体療法は、肩や腰や首などの身体的な部位を

対象にして行われるものであり 「こころとから、

だ」という人としてのあり方全体への関与を原

理的に含まないものです。不調や不安を訴える

、本人の声に耳を傾けることは自然なことですが

、そうした声はアプローチの主たる対象ではなく

対象となっているのは解剖学的生理学的な「身

体」であり、問題となっている身体部位を「正

す」ことが主な目的となっています。

ところで、医療の世界で唱えられている「イ

ンフォームド・コンセント 」とinformed consent
は、患者に「病状を説明して介入の方法や内容

についての同意を得ること」と解釈されます。

その主旨は、本人の心理的な安心感に寄与する



というよりも、自己決定権を持つ患者本人との

医療上の契約ということにあります。こうした

インフォームド・コンセントによって、専門家

による身体的な介入の意味や理由がよく了解で

きるようになりますが、それでもどこか釈然と

しないものが残ることがあります。それは、医

「 」 、療という世界では からだ だけが対象とされ

こころとからだ から成るはずの 私 の こ「 」 「 」 「

ころ」という側面が置き去りにされているらし

。いという不安や怯えから立ち上ってくるのです

身体についての専門的知識や技能あるいはそう

した資格をもつ専門家による介入は正当である

という「正しさ」は一見すると妥当のように見

えますが 「こころとからだ」という全体性によ、

って成り立つはずの「私」が、それによって分

断ないし解体されるといった恐れ、あるいは自

分という存在が解剖学的ないし生理学的な「モ

ノ」として観察されることへの疑念といきどお

りが呼び起こされてきます。

こうした不安や疑念を考察していくと、おお

よそ次のような問題が見えてきます。 )専門性1
に関する「パターナリズム 」及びそpaternalism
れと対比される「自己決定権」の問題、 )「こ2
ころとからだ」を丸ごと扱わないという「心身

分断」といった問題、さらに、 )人間を眺めて3
いくときの基本的な四つの次元「身体・心理・

」 「 」 、社会・実存 うち 身体 のみが焦点付けられ

残りの三つの次元「心理・社会・実存」への関

心の低さ、ということです。

パターナリズム 自己決定権vs
ここでいうパターナリズムとは「家父長的」

という意味に由来し 「カラダの問題は(年長で、

権威ある)専門家やエライ人に任せておけば良

い」という考え方です。また、それと対比され

る「自己決定権」とは「本人のことは本人がど

」 。うするか決める という考え方を指しています

自分自身の身体については本人が決定するのが

自然だと思われますが、多くの場合、専門家の

専門性と説得力の前にあっては、専門家ではな

い本人による疑念や自己決定は愚かしいことと

して見下されがちです。実際、自らの専門性に

自信と使命とを感じている専門家にとってみれ

ば、無知な素人による自己決定はかえって危険

だとすら感じることもあるでしょう しかし 自。 、「

己主張訓練 」の理論的self assertiveness training
根拠として知られているように、専門家による

介入を自らの判断によって受容ないし拒否する

といった「自己決定という権利」は、憲法上、

思想信条の自由が認められていることに由来し

ています。専門性や地位の有無にかかわらず理

由を示さずに「ノーと言う権利 、そして、専門」

家によってときには「愚行」として反対される

ような反応や行為を敢えて選び取るという意味

での「愚行権」として、人は自己決定する権利

をもっていることを明記しておきたいと思いま

す。なお 「愚行」という言葉を用いましたが、、

素人であることを自ら揶揄しつつ、そうしたこ

とでも法的な正統性があることを強調する表現

となっています。実際、いわゆる「専門家」に

よる判断や介入が常に正しいわけでもないこと

を示す例(誤診、施術ミスなど)をしばしば見聞

きしてみると、素人による判断が必ずしも「愚

行」には当たらない状況も少なくないものと思

われます。そうした場合、自己決定権は人とし

ての尊厳の証となるだけではなく、専門家によ

る誤った行いから逃れ自らを守るための方途と

して、専門家によるパターナリズムに対抗する

根拠となっています。

たとえば、身体的療法の専門家によってしば

「 」「 」しば用いられる 身体が傾いてる 歪んでいる

といった言説についても、それが筋肉骨格的に

「正しい」専門的な指摘だったとしてもあくま

でも一つの参考意見ということであり、本人の

その時々での身体的な「理(ただ)しさ」との兼

ね合いの中で自らが選択し決定していくという

ことなのです。

「リラクセイション」のレッスンにおける問題

ここで、一般的に「リラクセイション」のレ

ッスンと呼ばれている場面での身体的関与を例

にとってみます。医者や心理士の人やその他ボ

ディーワークを実施する人によって「リラクセ

イションのレッスンを<された> 「<からだの力」

が抜けない>と言われた」と訴える人たちとしば

しば出会うのですが、こうした訴えには重要な

問題が隠されています。

これまでの筆者による研究に基づけば 「腕の、

ぶら下げ」と呼ばれる簡単な脱力課題ですら直

ちに実現できない人が に上ること(葛西80-90%
葛西 )、つまり、脱& Zaluchyonova,1996a: ,1996b

力できないことの方が普通であるため 「リラク、

セイションできない」と単に批判するのは妥当

とは言えない状況となっています。また、そう

した指摘をされると緊張状態をかえって促進さ

せかねないため、レッスンではそうした形での

指摘を避けることが道理となっています。さら

に、リラクセイションはあくまでも「しないこ

と 」という「状況」であるのに対して、undoing
「すること 」という「行為」が筋緊張を増doing



大させるという関係にある以上 「リラクセイシ、

ョンを<させられた>」といった使役的な関わり

方では、リラクセイションを導き出すことが原

理的に困難と考えられます。また、そういった

関わり方の場合 「対象部位の心理的切断」現象、

―「…腕は私のものではないから…力は入らな

い」とする心理的対処方法―(葛西 )が誘導,1994
された可能性が極めて高いものと思われます。

もしもそうだとすると、そのレッスンはリラク

セイションとは無縁の「脱力の強要」に陥って

いた可能性が浮上してきます。さらに 「からだ、

」 、の力が抜けない という指摘が妥当だとしても

そうした反応が本人の一般的傾向であるのか、

それともリラクセイションの指導を現に担当し

ている人のあり方や関わり方に問題があるため

に「緊張を緩められる状況にない」のかを見極

める必要があります。

「リラクセイション」ということを目的とし

て、身体的なアプローチとそれによる身体的な

変化にのみ集中していくと、身体的変化ととも

に起きているはずの心理レベル・社会(人間関

係)レベル・実存レベルでの変化への対応がなお

ざりになりがちです。リラクセイションとは筋

緊張の弛緩という身体的な事柄だけではなく、

「安心する 「安らぐ」という「心理」次元、指」

導する側とされる側の社会的役割関係、そうし

たレッスンが行われる場の社会的位置づけなど

の「社会」次元、さらには 「…できなくともい、

いんだよ」といった逆説的な関与のように、リ

ラクセイションといった課題を超越して丸ごと

相手を受け入れるといった「実存」次元など、

多層にわたる関与と配慮が必要であるテーマで

あることを強調しておきたいと思います。

しかし、筆者が体験し見聞きした範囲で述べ

るならば、リラクセイションについてのこうし

た認識が行き渡っていないのが実状と言わざる

を得ません。このため、リラクセイションやボ

ディーワークの「専門家」による指導や指摘が

適切ではないかもしれないといった疑念には、

残念ながらそれなりの妥当性があることになり

ます したがって 身体的な介入に際しての パ。 、 「

ターナリズム」(専門家に任せておきなさい…)

が信用されない事態も考えられるのです。この

ため 「今はリラクセイションのワークはしたく、

ない 「しないでください 「しません」といっ」 」

た本人による「自己決定」や、あるいは「ふれ

られる」身体部位や「ふれ方」の強さや度合い

などに関しての「選択」とそうした意思表示の

重要性は、指導する側される側の双方にとって

大きな意味をもつこととなるのです。

最近、学校で教えられることに至った「から

だほぐし」についても同様の状況が指摘されま

す。竹内敏晴レッスンに由来する「からだほぐ

し」(竹内氏は近年「ゆらし」と呼んでいる)の

意義が広く世の中に認められたという意味では

画期的ことですが、学校での実施には次のよう

な問題がつきまといます。第一に、指導する側

の専門性の低さの問題、第二に、対象となる児

童は指導する大人に対して「ノーという権利」

を行使しにくい学校制度の中での実施という問

題です(葛西 )。,2002
「からだほぐし」は、一定の方法によって行

う身体技法というだけではなく、そうした身体

的関わりを通じて「安らぎ」や共感性を育てて

いく全人的なプロセスだと考えられますが、そ

うした理解に到達するところまで指導者側が十

分に養成される体制になっていないこと、その

場合、教師が児童の腕や脚を揺らしたりするこ

とによってリラクセイションを実現することは

それほど容易ではなく、ときには「身体の心理

」 。的切断 現象を招く可能性が大きいといえます

最悪の場合、リラクセイションとは似ても似つ

かない身体的支配と服従という一種の「人身御

供」状態を作り出しかねません。というのは、

学校は生徒の自己決定権を元にして運営されて

いるわけではなく、そのため、教師と生徒とい

う社会的地位の格差、年齢的身体的格差によっ

て「ノーという権利」が保証されないという構

造上の問題があるのです。こうした問題点への

配慮もなく実施しようとすると、本来の意図と

はかけ離れ ふれること がもつ 暴力性 侵、「 」 「 」「

害」という側面が浮上してくる可能性が考えら

れるのです。

Ⅳ「ふれること」と「ふれないこと」.

人が人にふれていくとき、そこには二種類の

「ふれかた」があると考えられます。明確に二

分されるということではありませんが、とりあ

えずこうした観点から議論を進めていくことに

します 「ふれかた」の一つは、相手を物的な存。

在としてみなしてモノとしての身体に触れる場

合であり、もう一つは、相手を「こころとから

だ」という両義的な存在とみなしてふれる場合

です。前者の「ふれかた」を以下 「接触 「触、 」

れる といったように漢字表記して 後者の ふ」 、 「

れかた」と区別しておくことにします。比喩的

な言い方をするならば、前者は「身体に触れる

こと」であり、後者は「こころにふれること」

となると思われます。



そうしてみると、マッサージや身体的調整の

ために「触れる」とき、そうした職業的な理由

での身体的接触、すなわち、身体的には「触れ

ている」けれども、人間関係という次元では相

手に「ふれない」という接触であることが暗黙

のうちに想定されているものと考えられます。

こうした身体接触をここで「職能的身体接触」

と呼ぶことにします。職業上あるいは技能上必

、 。 、要とする身体接触 という意味です その場合

触れていく専門家がそうした認識をもつだけで

はなく、触れられる側もそのように了解してい

るのでなければなりません。すなわち 「職能的、

身体接触」は 「身体に触れるけれども、こころ、

にはふれない」という相互的な役割取得

( )が前提となっているのです。ここでrole-taking
は 「こころとからだ」という全体性は意図的に、

捨て去られ 「身体」という対象物を媒介として、

二者が関与するという構造になっています。身

体的な技法や手技によって「身体」のみがアプ

ローチの対象とされるとき、二者はともに「役

」 「 」割人格 としてのみ関係するという 自己疎外

に入ることになります。このような設定を前提

として「職能的身体接触」という二者関係がは

じめて実現されることになります。

ところで、こうした二者関係の対極にあるの

が「ふれあい」という関係と考えられます。手

を握ることや肩に手を置くこと、あるいは抱き

合うといった身体的な接触が、しばしば、優し

さや愛情や慰めなど 「こころにふれる」ことと、

して相互に了解されることがあります。こうし

た関係の中で人は安らぎ、深く癒されていくも

のと考えられます。そうした「こころのふれあ

い」を指向するボディーワークは、身体的な関

わりという体験を基本として 「身体・心理・社、

会・実存」という四つの次元全体に働きかける

ものと考えられるのです。人として生きている

ことの意味を思い(実存レベル)、人との関わり

や社会的状況(社会レベル)の中で、さまざまな

思いを(心理レベル)もって生活している「私」

ということが、そうした交流の中であらためて

深まっていくのです。

しかし、それにしても、お互いの認識が一致

しなければ、そうした「ふれあい」関係にして

も「職能的接触」関係にしても成立しないと思

われますが、そうした二つ関係はどのようにし

て判別され了解されるのでしょうか。実は、ボ

ディーワークの構造を考えていく際、このこと

がもっとも大きな問題として浮上してきます。

というのは 「ふれること」をめぐる関係のあり、

方について、ふれる側とふれられる側の認識が

一致するという原理的な保証はどこにも見いだ

せないのです。なぜなら 「ふれる」ことは常に、

「こころ 「からだ」の双方に働きかける両義的」

な営みであるため、その都度の「ふれる」こと

、がどんな意図や理由で成されたかという解釈は

さしあたり個々人に委ねられていることだから

なのです。

ここで、セラピストとクライエントという言

葉を使うことにして 例えば セラピストが 職、 、 「

」 、能的 な理由でクライエントに触れたとしても

クライエント側では 優しさ 友情 愛情 性「 」「 」「 」「

愛」などの理由でセラピストが触れてきたのだ

。と感じたり解釈したりする余地が常にあります

、 「 」すると クライエント側は こころのふれあい

関係と感じて 「優しさ・友情…」などを受け入、

れるということもあるでしょう。こうした行き

違いは、精神分析の用語を借りれば「感情転移

」と呼ばれるかもしれません。しかtransference
し、ときとして「転移」というラベルは適切で

はなく、過去の誰かに対する感情をセラピスト

に「転移」したのではない純粋な感情であった

。 、可能性もにわかには排除できません そのため

セラピスト側が「職能的」な理由で触れたのだ

と強調したとすると、そうした接触はクライエ

ントにとって侵害や暴力として感じられてしま

うこともあるわけです。もちろん、この反対の

場合もあります。セラピストが「優しさ・友情

」 、… を感じてクライエントにふれたのに対して

、クライエントがそうした感情的な関与を嫌って

あるいはそうした関与に気がつかず 「職能的」、

に触れてきたのだと解釈するケースがこれに当

たります。これは、セラピスト側からクライエ

ントに対しての「逆転移」といった術語で表さ

れるかもしれませんが、これもときには「(逆)

転移」ということではなく、セラピストが相手

に対して実際に「優しさ・友情…」を感じてと

いうこともあるわけです。セラピストは、こう

した関係の諸相を経巡ることを通じて相手のこ

とを学び、さらに、経験の中で得てきたこうし

た関係の構造を一段高いところから認識して(高

次の自己言及的認識)、こうした関係のあり方そ

のものを道具的に用いるということにもなるで

しょう。

なお、セラピストによる身体接触が 「職能的、

接触」の域を逸脱して、何らかの意識的ないし

無意識な感情(愛情、性的感情、攻撃、支配、服

従など)から一方的に行われたものであった場

合、そうした関わり方は、両者の関係の非対称

性のゆえに、クライエントに対しての人権侵害



となりかねません。いわゆる 「セクシャル・ハ、

sexualラ ス メ ン ト ( 性 的 い や が ら せ )

」 、harassment に当たるような身体的接触や言動は
こうした一例として考えることができます。た

だし、何らかの不均衡な力関係を背景にして、

性的自由あるいは性的自決権を侵害するセクシ

ャル・ハラスメントは、すでに民事裁判に至る

法律上の事態となっており 「倫理」ということ、

。 、を超えたレベルでの問題となっています また

セラピストによる身体接触が、クライエントに

対する自らの支配力や地位を確認するためのも

のだったり、自らの技能の高さを誇示するため

に成されたときには、クライエントは単にその

ための道具として利用されたに過ぎず、これも

人権侵害にあたる心理的搾取と考えられます。

ところで、筆者らが「ボディラーニング(身体

学習) 」と呼んで展開しているレbody-learning
ッスンにおいて体験してきたことは 「ふれるこ、

と 「ふれられること」についてのこうした関係」

のあり方は、当然ながらレッスンの中で揺れ動

き一つの関わり方だけに固定し続けるとは限ら

ないことでした。すなわち 「こころとからだ」、

が一つのことである以上、セラピストが何気な

く手を当てるという身体接触によっても、時々

刻々 「職能的接触関係」や「ふれあい関係」や、

行き違い関係を呼び起こす、ということです。

したがって、ふれることをめぐる多層的な「関

係」について理論的および実践的な対処がなけ

れば 「ふれること 「ふれられること」を基本、 」

とするボディーワークは、その有効性と倫理性

を問われることになるでしょう。以下では、ボ

ディラーニングおよびそれを前提とする舞踏ダ

ンスメソドを例にこうした問題への対処を考え

ていくことにします。

Ⅴ「侵害しないこと」と安心感.

安心感ということは、 マスローが五段階動A.
機理論(マスロー )の中で唱えた「安全欲,A.,1954
求 」と結びつく基本的な感覚だと考safety need
えられます。安全欲求は、生命を維持するため

に必要な「生理的欲求 」が充physiological need
足されるとその次に現れる基本的欲求として位

置づけられているため、人間的成長を目的とす

る心理療法としてのボディーワークならば、安

全欲求を充足することは基本中の基本だといえ

るでしょう このため ボディラーニング (身。 、「 」

体は体験を通じて自らを学んでいく…)という考

え方を組み込んでいる「舞踏ダンスメソド」の

基本は、レッスンの場が安全な場であることを

保証しそれを実現することから始まります。そ

の際、レッスンでの場面構成がクライエントに

とって見通しがきき予測可能なものであること

、が安全欲求にとっては極めて重要なことであり

より高次の欲求が働き始めるための前提となる

ものです。

メソドの三つの次元「からだあそび、リラク

セイション、対峙」のうち、前の二つはいずれ

もレッスンの場が安心できる場であることを前

提とするだけではなく、そうしたレッスン体験

によってその場が安全で安らげる場であること

を実感しつつ実現していくという自己強化的な

構成になっています。例えば 「からだあそび」、

という次元では、参加者同士が楽しみながら行

っていくレッスンが多く組まれており、身体的

な発見による驚きとともに自分自身の中の子供

。的な部分が体験できるように構成されています

また 「リラクセイション」の次元では、心身緊、

張が緩和されるレベルのものから 「安らぎ」と、

いう「実存」レベルでのリラクセイション、そ

して、心身のリセットと呼べるような深いリラ

クセイション状態へ至るまでのプロセスを含む

場として組み立てられています。もちろん、状

況によってはこうした内容が常に全うされるわ

けではありませんが、このような理論的背景と

実践方法を用意していることが実践場面では極

めて有効に働くことを確かめてきています。

なお、グループレッスンについては「不参加

の自由」を大前提としています。それは、参加

・不参加の自己決定による選択の権利が侵害さ

れないことを保証するとともに他の参加者達の

参加・不参加の自由と権利を侵害しないことを

実現するためにも必要とされます 「したくない。

ことはしないで良いけれど、他の人の邪魔をし

てはいけない」という基本ルールによって、お

互いが守られていることが実現されるのです。

もちろん、不参加の自由を認めることよって、

レッスンの一元管理的な展開や進行が困難とな

り指導する側はそれなりに苦労することになり

ます。しかし、そうした場面構成の緩やかさに

よって「からだあそび」を主体的に楽しみなが

ら体験することが可能となり、また、人前では

緩みにくい心身緊張であっても緩和されて安ら

いでくることが期待できるのです。なお 「舞踏、

ダンスメソド」の第三の次元である「対峙」―

忘れ去られ抑圧された自らの体験や記憶のかけ

、 、らと出会い あらたに生き直していく営み―は

このような安全性と選択の自由を前提とするこ

とによって初めて可能になると考えられるので

す。



なお、レッスンの場では、第三者的に観察す

ることを認めておらず一緒に参加してもらうこ

とを基本としています。なぜならば、実際に参

加して体験することと外側から観察された内容

とはしばしば大きく食い違うこと、また、第三

者による審判的な観察は参加者に警戒心を巻き

起こすなどしてプロセスの展開が阻害される可

能性があるためです。特に「対峙」次元でのレ

ッスンに際しては、社会常識からは逸脱とみな

されるような痙攣や硬直といった動きや姿勢が

自然発生するため、こうしたメソドを熟知して

いない第三者による誤解の可能性を排除するた

めにも必須の措置となっています。このように

して、参加者の体験が外部から「侵害」されな

いことも、場の安全性の重要な要素となってい

るのです。

Ⅵ「義 ただしさ」の困難さと倫理. =

ボディーワークが身体や世界の「理(ただ)し

さ」を純粋に志向している限りにおいては、人

と人との間に起きる事柄としての「倫理」にま

つわる問題は原理的に存在しないと考えられま

す。しかし、ボディーワークにおける「関わる

・指導する」といった二人称的ないし三人称的

な関係の場では、関係における「ただしさ」と

いうテーマが浮上してくるのです。ここで、人

との関係の場におけるあり方やふるまいの「た

だしさ」を 「人道にしたがうこと 「人として、 」

なすべきこと」という意味で「義」の文字を用

いて 「義(ただ)しさ」と書き分けることとしま、

す。

さて、一人一人はそれぞれ異なった履歴を経

て生きてきています。したがって、場に居合わ

せた二者がその場における関係としての「義(た

だ)しさ」をどのように認識し、そうした認識が

どの程度合致しているのかが問題となってきま

す。ふるまいの「義(ただ)しさ 、そして、相互」

の「義(ただ)しさ」の対応性というテーマは、

ボディーワークの場では単なる一般論としてで

はなく、一瞬のうちに現れ、現れては消える取

り返しようのない一刹那の問題として浮かび上

がってきます。

ダンスセラピーのあるセッションに参加して

いたときのことでした。何人かの参加者が歩い

たり踊り始めたりています。明るそうな雰囲気

の中にありながら私には何か違和感があって動

けず、身体は徐々に立ちつくしていきます。参

加していたダンスセラピストの一人が私の近く

まで漂ってきてスーッと手を差しのべますが、

それでも固まっていく私の姿を見て、静かに手

を引き戻し小さな波をつくって送ってくれまし

た。距離をとっていてくれたおかげで安心した

私は、その波につられてからだが少し揺らぎ始

めたとき、中年の女性の参加者が急に私に手を

。 、差しのべてきました そうした唐突さにおびえ

不安に駆られた私は退いて、後ろにあったイス

に腰掛けてしまいました。しかし、その女性は

なぜか後ろ向きのまま徐々に私の方に近寄って

きて…急に振り返って私の腕をグイとつかんだ

のです 「…一緒に踊ろうよ」とでも言いたげに。

迫ってきました。恐怖と怒りに駆られた私はふ

いにその人を全力で突き飛ばしていました。周

りからは引きつった小さな笑い声が聞こえまし

た―。

すべて、その刹那その刹那の出来事です。他

者とどのように対していくべきなのか―。ふる

まいの「義(ただ)しさ」についてのそれぞれの

思いは、現実に起きる行き違いとすれ違いの中

で翻弄されていきます。人との関わりの中で生

きている私たちにとって 「ふれること 「ふれ、 」

られること」そして「ふれられないこと」は決

して解決され尽くすことのない瞬間瞬間の課題

として目の前にあります。

ボディーワークが「職能的身体接触」のみで

十分であるのならば、指導する側は自らのそう

した「役割人格」を前面に押し出すだけで良い

のかもしれません。そして、身体的な技法や手

技をひたすら高めていけば良いのかもしれませ

ん。しかし、そうした「職能的接触」という関

わりにしても、金銭を媒介とした身体的技法の

、専門家によるサービス需給という役割関係から

身体的「正しさ」あるいは「理(ただ)しさ」を

。 、追求する学究的同志へ至る幅を持ちます また

「 」 、こころとこころが ふれあう という関係では

そうした役割的なあり方の枠組を乗り越えて、

人としての自らのあり方がその刹那に問われて

いきます そのとき 私 はどうするのが 義(た。 「 」 「

だ)しい ことなのか どのような関係が 義(た」 、 「

だ)しい」あり方なのか。そして、それは役割と

して「義(ただ)しさ」のかそれとも人としての

「義(ただ)しさ」のか―。こうした問いを自ら

に問いかけつつボディーワークを指導するとい

う場に立つこと、そうした態度と覚悟と誠実さ

の中にボディーワークにおける「倫理」という

ことが根ざすのだと考えられるのです。
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野京子・坂田裕子訳)誠信書房

竹内敏晴( )『ことばが劈かれるとき』思想1975
の科学社

竹内敏晴( )『 からだ」と「ことば」のレッ1990 「

スン』講談社現代新書

注

)海外でのワークショップの多くは舞踏家竹内1
実花氏との共同指導によるものです。 年以1999
降、精神科ディケアにおいて毎週２時間の「ダ

ンスセラピー」プログラム指導、 年からは2002
他の精神科ディケアにおいて毎週１時間の「リ

ラクセイション」プログラムを指導中。

脚注)

本稿の執筆に際して舞踏家竹内実花氏の協力を

得ました。記して感謝の意を表します。


